
（３）　補　助　線　街　路 備考欄の（   ） 内数字は区内延長（概略）  単位 : m

名　　称
路線番号 起点 終点 主な経過地

昭21.   4.    25 26 品川区東大井一丁目 板橋区氷川町 練馬区旭丘一丁目 約22,350m 20m （57）
戦復告第 15号 平15.    1. 31　 都告第   85号

　小田急線との立体交差の廃止
　一部区域の変更  （世田谷区）
   車線数の決定　2車線

76 文京区音羽一丁目 練馬区関町北四丁目 約15,290 15 （3,729）
西東京市界 令 6.  10 . 10    都告第1035号

　 延長の変更
 　一部区域の変更
   （新宿区・中野区）

車線数の決定　２車線（一部、４車線）
昭22.   11.    26 132 杉並区宮前五丁目 練馬区石神井町二丁目 6,660 16 （3,238）
戦復告第128号 令 5.   6 .  19    都告第 753号

 　一部線形の変更
　 一部車線数の決定　2車線

133 世田谷区桜丘一丁目 板橋区赤塚六丁目 練馬区貫井二丁目 15,950 16 （4,694）
昭41.   7. 30    建告第2428号

134 練馬区南田中四丁目 練馬区土支田一丁目 3,770 25 （3,770）
埼玉県界

ただし 練馬区高野台四丁目 練馬区谷原三丁目 350 33
135 練馬区立野町 練馬区大泉学園町七丁目 練馬区東大泉六丁目 7,000 15 （7,000）

武蔵野市界 埼玉県界 　西武池袋線との立体交差
　幅員17m
平 2.  12.   6　区告第  865号
　一部幅員の変更・西武池袋線
　との立体交差

昭37.   7.    26 156 練馬区高野台五丁目 練馬区西大泉一丁目 練馬区東大泉三丁目 4,050 16 （4,050）
建告第1772号 西東京市界
昭39.   2.    7 172 豊島区南池袋一丁目 練馬区谷原一丁目 練馬区桜台一丁目 9,110 16 （5,854）
建告第 148号 ただし 練馬区春日町三丁目     〃　高松四丁目 980 18 昭41.   7. 30    建告第2428号

    〃　高松四丁目     〃　高松五丁目 550 20 昭54.   1. 24    都告第   73号
    〃　高松五丁目     〃　谷原一丁目 360 18 　一部位置及び幅員並びに延長

 　の変更
昭56.   2. 10    都告第  112号
　立体交差の廃止及び一部幅員
　の変更

昭41.   7.    30 227 杉並区高円寺南二丁目 練馬区中村北一丁目 4,490 16 （1,204）
建告第2428号 229 練馬区旭丘一丁目 練馬区関町南四丁目 練馬区豊玉北五丁目 10,220 20 （7,940）

ただし 武蔵野市界 令 4.   10 .  3    都告第1314号
練馬区旭丘一丁目 練馬区豊玉北六丁目 2,460 20～15 　一部幅員の変更
    〃　豊玉北六丁目     〃　中村北四丁目 1,520 25
    〃　中村北四丁目 杉並区井草三丁目 1,810 18～14.5
    〃　下石神井四丁目     〃　井草五丁目 660 17
    〃　関町南二丁目 練馬区立野町 1,130 40

230 練馬区関町南四丁目 練馬区光が丘三丁目 練馬区南大泉一丁目 10,390 16 （10,390）
武蔵野市界 昭54.   1. 24    都告第   73号

ただし 練馬区大泉学園町四丁目     〃　高松五丁目     〃　大泉学園町六丁目 3,250 18   終点の変更、交通広場の設置
    〃　高松五丁目     〃　　　　　〃 130 45
    〃　　　　　〃     〃　田柄五丁目 880 60

231 練馬区関町南四丁目 練馬区関町南四丁目 230 16 （230）
武蔵野市界

232 練馬区石神井町一丁目 練馬区南大泉三丁目 練馬区石神井町二丁目 4,380 16 （4,380）
西東京市界 平17.   6.  15　都告第 876号

　車線数の決定   2車線
　交通広場の設置
　一部区域の変更

233 練馬区大泉学園町四丁目 練馬区大泉学園町九丁目 1,450 25 （1,450）
埼玉県界 昭56.   2. 10    都告第  112号

ただし 練馬区大泉学園町八丁目 練馬区大泉学園町八丁目 280 33 　一部幅員及び区域の変更
234 練馬区桜台五丁目 板橋区桜川三丁目 2,330 16 （2,074）
235 練馬区氷川台四丁目 練馬区北町七丁目 1,720 11 区移管                          （1,720）
236 練馬区平和台三丁目 練馬区平和台二丁目 1,570 11 区移管                          （1,570）
237 練馬区平和台四丁目 練馬区錦二丁目 1,170 11 区移管                          （1,170）
238 板橋区常盤台二丁目 板橋区赤塚一丁目 練馬区北町一丁目 4,110 11 区移管                              （70）
248 練馬区北町二丁目 板橋区徳丸七丁目 1,900 18 （402）

ただし     〃　　　　　〃 練馬区北町二丁目 70 26 　東武鉄道東上線との立体交差
　の地下道幅員18m

昭54.   1.    24 301 練馬区高松四丁目 板橋区赤塚新町三丁目 練馬区田柄四丁目 2,500 20 （2,050）
都告第 73 号 ただし 板橋区赤塚新町三丁目     〃　　　　　〃 330 36

    〃　　　　　〃     〃　　　　　〃 350 28
練馬区田柄五丁目 練馬区田柄五丁目 130 28

302 練馬区光が丘三丁目 板橋区赤塚新町三丁目 練馬区旭町一丁目 2,720 20 （2,440）
昭37.   7.    26 東京立川線武蔵野市吉祥寺北町五丁目 武蔵野市桜堤三丁目 練馬区関町南四丁目 5,000 40 （920）
建告第1776号 武3・1・12 西東京市新町一丁目 　都市計画区域名　武蔵野

小金井市梶野町三丁目  　（補助229号の延長）
ただし       〃　  桜堤一丁目       〃　  桜堤三丁目 1,170 45～49 平元.6.  16　都告第662号

　名称の変更 （旧1・1・1）
昭42.   5.    23 　都市計画区域名　西東京
建告第1664号 平16.4.22　都告第720号

　名称の変更（旧保3・4・12、保3・4・13）
２車線

西3・4・15 16

備　　　　考
位　　　　　　　　　　　　置決定年月日

告 示 番 号

（なお、練馬区光が丘地内に交通広場約3,600m2を設ける。）

（なお、石神井町二丁目および石神井町三丁目各地内に交通広場約4,400m2を設ける。）

延　長 幅　員

西3・4・16

西東京市下保谷四丁目

西東京市富士町四丁目

西東京市北町五丁目

      〃　  東町三丁目 16

練馬区西大泉五丁目

練馬区南大泉三丁目
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